
 

 

 

消火器の規格について 
 

平成 23年に消火器の規格が改正されました！ 

 

旧規格の消火器は令和４年１月１日以降設置ができなくなります。 
 

○ 旧規格と新規格消火器の見分け方 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 規格改正に伴い、「新規格の絵表示」が表示されていれば新規格に適合している消火器 

  です。旧規格表示の消火器である場合は、期限までに新規格消火器への交換が必要です。 
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